
議

案

第

百

十

二

号

 

 
 

 

港

区

風

致

地

区

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

十

一

月

二

十

七

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

風

致

地

区

条

例

 

（

目

的

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

都

市

計

画

に

お

い

て

定

め

ら

れ

た

風

致

地

区

（

面

積

が

十

ヘ

ク

タ

ー

ル

以

上

で

あ

り

、

か

つ

、

他

の

特

別

区

の

区

域

に

わ

た

る

も

の

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

）

に

つ

い

て

都

市

計

画

法

（

昭

和

四

十

三

年

法

律

第

百

号

）

第

五

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

都

市

の

風

致

を

維

持

す

る

た

め

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

風

致

地

区

の

種

別

） 
 

第

二

条 

風

致

地

区

の

種

別

は

、

第

一

種

風

致

地

区

及

び

第

二

種

風

致

地

区

と

し

、

そ

の

区

域

は

、

区

長

が

指

定

す

る

。 

（

許

可

を

要

す

る

行

為

）

 



第

三

条 

風

致

地

区

内

に

お

い

て

、

次

に

掲

げ

る

行

為

を

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 
宅

地

の

造

成

、

土

地

の

開

墾

そ

の

他

の

土

地

の

形

質

の

変

更

（

以

下

「

宅

地

の

造

成

等

」

と

い

う

。

）

 

 

二 

木

竹

の

伐

採

 

 

三 

土

石

の

類

の

採

取 
 

 

四 

水

面

の

埋

立

て

又

は

干

拓 
 

 

五 

建

築

物

そ

の

他

の

工

作

物

（

以

下

「

建

築

物

等

」

と

い

う

。

）

の

新

築

、

改

築

、

増

築

又

は

移

転

（

以

下

「

建

築

」

と

い

う

。

）
 

六 

建

築

物

等

の

色

彩

の

変

更
 

七 

屋

外

に

お

け

る

土

石

、

廃

棄

物

（

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

七

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

廃

棄

物

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

又

は

再

生

資

源

（

資

源

の

有

効

な

利

用

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

四

十

八

号

）

第

二

条

第

四

項

に

規

定

す

る

再

生

資

源

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

堆

積

 

２ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

行

為

に

該

当

す

る

行

為

で

次

に

掲

げ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

同

項

の

許

可

を

受

け

る

こ

と

を

要

し

な

い

。 

 

一 

都

市

計

画

事

業

の

施

行

と

し

て

行

う

行

為 

 

二 

国

、

東

京

都

（

以

下

「

都

」

と

い

う

。

）

、

特

別

区

若

し

く

は

市

町

村

又

は

当

該

都

市

計

画

施

設

を

管



理

す

る

こ

と

と

な

る

者

が

当

該

都

市

施

設

又

は

市

街

地

開

発

事

業

に

関

す

る

都

市

計

画

に

適

合

し

て

行

う

行

為 

 

三 
非

常

災

害

の

た

め

必

要

な

応

急

措

置

と

し

て

行

う

行

為

 

 

四 

面

積

が

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の

宅

地

の

造

成

等

で

高

さ

が

一

・

五

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

の

り

を

生

ず

る

切

土

又

は

盛

土

を

伴

わ

な

い

も

の

 

 

五 

次

に

掲

げ

る

木

竹

の

伐

採

 

 
 

イ 

間

伐

、

枝

打

ち

、

整

枝

等

木

竹

の

保

育

の

た

め

通

常

行

わ

れ

る

木

竹

の

伐

採 

 
 

ロ 

枯

損

し

た

木

竹

又

は

危

険

な

木

竹

の

伐

採 

 
 

ハ 

自

家

の

生

活

の

用

に

充

て

る

た

め

に

必

要

な

木

竹

の

伐

採

 

 
 

ニ 

仮

植

し

た

木

竹

の

伐

採

 

 
 

ホ 

本

項

各

号

及

び

次

条

各

号

に

掲

げ

る

行

為

の

た

め

必

要

な

測

量

、

実

地

調

査

又

は

施

設

の

保

守

の

支

障

と

な

る

木

竹

の

伐

採

 

 

六 

土

石

の

類

の

採

取

で

そ

の

採

取

に

よ

る

地

形

の

変

更

が

第

四

号

の

宅

地

の

造

成

等

と

同

程

度

の

も

の

 

 

七 

面

積

が

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の

水

面

の

埋

立

て

又

は

干

拓

 

 

八 

建

築

物

の

新

築

、

改

築

又

は

増

築

で

、

新

築

、

改

築

又

は

増

築

に

係

る

建

築

物

又

は

そ

の

部

分

の

床

面

 

積

の

合

計

が

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

で

あ

る

も

の

（

新

築

、

改

築

又

は

増

築

後

の

建

築

物

の

高

さ

が

八

メ

 

ー

ト

ル

を

超

え

る

こ

と

と

な

る

も

の

を

除

く

。

） 



 

九 

建

築

物

の

移

転

で

移

転

に

係

る

建

築

物

の

床

面

積

が

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

で

あ

る

も

の

 

 
十 

次

に

掲

げ

る

工

作

物

（

建

築

物

以

外

の

工

作

物

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

建

築 

 
 

イ 
風

致

地

区

内

に

お

い

て

行

う

工

事

に

必

要

な

仮

設

の

工

作

物

 

 
 

ロ 
水

道

管

、

下

水

道

管

、

井

戸

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

工

作

物

で

地

下

に

設

け

る

も

の

 

 
 

ハ 

消

防

又

は

水

防

の

用

に

供

す

る

望

楼

及

び

警

鐘

台

 

 
 

ニ 

そ

の

他

の

工

作

物

で

建

築

に

係

る

部

分

の

高

さ

が

一

・

五

メ

ー

ト

ル

以

下

で

あ

る

も

の

 

 

十

一 

建

築

物

等

の

う

ち

、

屋

根

、

壁

面

、

煙

突

、

門

、

塀

、

橋

、

鉄

塔

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の

以

 

外

の

も

の

の

色

彩

の

変

更
 

 

十

二 

屋

外

に

お

け

る

土

石

、

廃

棄

物

又

は

再

生

資

源

の

堆

積

で

、

面

積

が

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

で

あ

り

、

 

か

つ

、

高

さ

が

一

・

五

メ

ー

ト

ル

以

下

で

あ

る

も

の 

３ 

国

、

都

又

は

港

区

の

機

関

が

行

う

行

為

に

つ

い

て

は

、

第

一

項

の

許

可

を

受

け

る

こ

と

を

要

し

な

い

。

こ

 

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

国

、

都

又

は

港

区

の

機

関

が

そ

の

行

為

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

 

区

長

に

協

議

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

適

用

除

外

） 

第

四

条 

次

に

掲

げ

る

行

為

に

つ

い

て

は

、

前

条

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

行

為

を

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

に

そ

の

旨

を

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 

国

土

保

全

施

設

、

水

資

源

開

発

施

設

、

道

路

交

通

、

船

舶

交

通

若

し

く

は

航

空

機

の

航

行

の

安

全

の

た



め

必

要

な

施

設

、

気

象

、

海

象

、

地

象

、

洪

水

等

の

観

測

若

し

く

は

通

報

の

用

に

供

す

る

施

設

、

自

然

公

園

の

保

護

若

し

く

は

利

用

の

た

め

の

施

設

若

し

く

は

都

市

公

園

若

し

く

は

そ

の

施

設

の

設

置

若

し

く

は

管

理

に

係

る

行

為

、

土

地

改

良

事

業

若

し

く

は

地

方

公

共

団

体

若

し

く

は

農

業

等

を

営

む

者

が

組

織

す

る

団

体

が

行

う

農

業

構

造

、

林

業

構

造

若

し

く

は

漁

業

構

造

の

改

善

に

関

す

る

事

業

の

施

行

に

係

る

行

為

、

重

要

文

化

財

等

の

保

存

に

係

る

行

為

又

は

鉱

物

の

掘

採

に

係

る

行

為

 

 

二 

道

路

、

鉄

道

若

し

く

は

軌

道

、

国

若

し

く

は

地

方

公

共

団

体

が

行

う

通

信

業

務

、

認

定

電

気

通

信

事

業

（

電

気

通

信

事

業

法

（

昭

和

五

十

九

年

法

律

第

八

十

六

号

）

第

百

二

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

認

定

電

気

通

信

事

業

を

い

う

。

）

若

し

く

は

基

幹

放

送

（

放

送

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

三

十

二

号

）

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

基

幹

放

送

を

い

う

。

）

の

用

に

供

す

る

線

路

若

し

く

は

空

中

線

系

（

そ

の

支

持

物

を

含

む

。

）

、

水

道

若

し

く

は

下

水

道

又

は

電

気

工

作

物

若

し

く

は

ガ

ス

工

作

物

の

設

置

又

は

管

理

に

係

る

行

為

（

自

動

車

専

用

道

路

以

外

の

道

路

、

駅

、

操

車

場

、

車

庫

及

び

発

電

の

用

に

供

す

る

電

気

工

作

物

の

新

設

に

係

る

も

の

を

除

く

。

）

 

（

許

可

の

基

準

）

 

第

五

条 

区

長

は

、

第

三

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

行

為

で

次

に

定

め

る

基

準

に

適

合

し

な

い

も

の

に

つ

い

て

は

、

同

項

の

許

可

を

し

て

は

な

ら

な

い

。 

 

一 

宅

地

の

造

成

等

に

つ

い

て

は

、

次

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 

 
 

イ 

植

栽

そ

の

他

必

要

な

措

置

を

行

う

こ

と

等

に

よ

り

変

更

後

の

地

貌

が

当

該

土

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土



地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

と

著

し

く

不

調

和

と

な

ら

な

い

こ

と

。

 

 
 

ロ 

変

更

を

行

う

土

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

木

竹

の

生

育

に

支

障

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

少

な

い

こ

と

。

 

 
 

ハ 
木

竹

が

保

全

さ

れ

、

又

は

適

切

な

植

栽

が

行

わ

れ

る

土

地

の

面

積

の

宅

地

の

造

成

等

に

係

る

土

地

の

面

積

に

対

す

る

割

合

が

、

十

パ

ー

セ

ン

ト

以

上

で

あ

る

こ

と

。

 

 
 

ニ 

面

積

が

一

ヘ

ク

タ

ー

ル

を

超

え

る

宅

地

の

造

成

等

に

あ

っ

て

は

、

高

さ

が

三

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

の

り

を

生

ず

る

切

土

若

し

く

は

盛

土

又

は

都

市

の

風

致

の

維

持

に

特

に

必

要

な

森

林

で

区

長

が

あ

ら

か

じ

め

指

定

し

た

も

の

の

伐

採

を

伴

わ

な

い

こ

と

。 

 

二 

木

竹

の

伐

採

の

う

ち

森

林

の

皆

伐

に

つ

い

て

は

、

伐

採

後

の

成

林

が

確

実

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

で

あ

り

、

か

つ

、

伐

採

区

域

の

面

積

が

一

ヘ

ク

タ

ー

ル

を

超

え

な

い

こ

と

。

 

 

三 

土

石

の

類

の

採

取

に

つ

い

て

は

、

採

取

の

方

法

が

採

取

を

行

う

土

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

の

維

持

に

支

障

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

少

な

い

こ

と

。

 

 

四 

水

面

の

埋

立

て

又

は

干

拓

に

つ

い

て

は

、

埋

立

て

又

は

干

拓

後

の

地

貌

が

当

該

土

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

と

著

し

く

不

調

和

と

な

ら

な

い

こ

と

。

 

 

五 

建

築

物

（

仮

設

の

建

築

物

及

び

地

下

に

設

け

る

建

築

物

を

除

く

。

）

の

建

築

に

つ

い

て

は

、

次

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

た

だ

し

、

イ

、

ロ

又

は

ハ

に

つ

い

て

は

、

当

該

建

築

物

の

敷

地

に

つ

い

て

風

致

の

維

持

に

有

効

な

措

置

が

行

わ

れ

る

こ

と

が

確

実

と

認

め

ら

れ

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

建

築

物

の

位

置

、



規

模

、

形

態

、

意

匠

、

建

ぺ

い

率

及

び

容

積

率

が

、

当

該

建

築

物

の

敷

地

の

規

模

及

び

形

態

並

び

に

当

該

建

築

物

の

敷

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

と

著

し

く

不

調

和

で

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 
 

イ 
当

該

建

築

物

の

建

ぺ

い

率

が

、

第

一

種

風

致

地

区

に

あ

っ

て

は

十

分

の

二

以

下

、

第

二

種

風

致

地

区

に

あ

っ

て

は

十

分

の

四

以

下

で

あ

る

こ

と

。 

 
 

ロ 

当

該

建

築

物

の

外

壁

又

は

こ

れ

に

代

わ

る

柱

の

面

か

ら

敷

地

境

界

線

ま

で

の

距

離

が

、

道

路

に

接

す

る

部

分

で

は

第

一

種

風

致

地

区

に

あ

っ

て

は

三

メ

ー

ト

ル

以

上

、

第

二

種

風

致

地

区

に

あ

っ

て

は

二

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

り

、

そ

の

他

の

部

分

で

は

一

・

五

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。 

 
 

ハ 

当

該

建

築

物

の

高

さ

が

、

第

一

種

風

致

地

区

に

あ

っ

て

は

十

メ

ー

ト

ル

以

下

、

第

二

種

風

致

地

区

に

あ

っ

て

は

十

五

メ

ー

ト

ル

以

下

で

あ

る

こ

と

。 

 
 

ニ 

当

該

建

築

物

の

位

置

、

形

態

及

び

意

匠

が

当

該

建

築

物

の

敷

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

と

著

し

く

不

調

和

で

な

い

こ

と

。 

 

六 

工

作

物

の

建

築

に

つ

い

て

は

、

当

該

工

作

物

の

位

置

、

規

模

、

形

態

及

び

意

匠

が

当

該

建

築

の

行

わ

れ

 

る

敷

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

と

著

し

く

不

調

和

で

な

い

こ

と

。

た

だ

し

、

仮

設

 

の

工

作

物

及

び

地

下

に

設

け

る

工

作

物

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 

七 

建

築

物

等

の

色

彩

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

変

更

後

の

色

彩

が

当

該

変

更

に

係

る

建

築

物

等

の

敷

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

と

調

和

す

る

こ

と

。
 



 

八 

屋

外

に

お

け

る

土

石

、

廃

棄

物

又

は

再

生

資

源

の

堆

積

に

つ

い

て

は

、

堆

積

を

行

う

土

地

及

び

そ

の

周

辺

の

土

地

の

区

域

に

お

け

る

風

致

の

維

持

に

支

障

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

少

な

い

こ

と

。 

２ 

第

三

条

第

一

項

の

許

可

に

は

、

風

致

の

維

持

に

必

要

な

条

件

を

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

 

い

て

、

こ

の

条

件

は

、

当

該

許

可

を

受

け

た

者

に

不

当

な

義

務

を

課

す

る

も

の

で

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

調

査

の

た

め

の

立

入

り

等

）

 

第

六

条 

区

長

は

、

風

致

の

維

持

に

必

要

な

た

め

他

人

の

占

有

す

る

土

地

に

立

ち

入

っ

て

測

量

又

は

調

査

を

行

う

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、

他

人

の

占

有

す

る

土

地

に

、

自

ら

立

ち

入

り

、

又

は

そ

の

命

じ

た

者

若

し

く

は

委

任

し

た

者

に

立

ち

入

ら

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

他

人

の

占

有

す

る

土

地

に

立

ち

入

ろ

う

と

す

る

者

は

、

そ

の

身

分

を

示

す

証

明

書

を

携

帯

し

、

関

係

人

の

請

求

が

あ

っ

た

場

合

は

、

こ

れ

を

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

監

督

処

分

） 

第

七

条 

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

に

対

し

て

、

風

致

の

維

持

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

っ

て

し

た

許

可

を

取

り

消

し

、

変

更

し

、

そ

の

効

力

を

停

止

し

、

そ

の

条

件

を

変

更

し

、

若

し

く

は

新

た

に

条

件

を

付

し

、

又

は

工

事

そ

の

他

の

行

為

の

停

止

を

命

じ

、

若

し

く

は

相

当

の

期

限

を

定

め

て

建

築

物

等

の

改

築

、

移

転

若

し

く

は

除

却

そ

の

他

違

反

を

是

正

す

る

た

め

必

要

な

措

置

を

と

る

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

一 

こ

の

条

例

の

規

定

又

は

こ

れ

に

基

づ

く

処

分

に

違

反

し

た

者
 



 

二 

こ

の

条

例

の

規

定

又

は

こ

れ

に

基

づ

く

処

分

に

違

反

し

た

工

事

の

注

文

主

若

し

く

は

請

負

人

（

請

負

工

事

の

下

請

人

を

含

む

。

）

又

は

請

負

契

約

に

よ

ら

な

い

で

自

ら

そ

の

工

事

を

し

た

者 

 

三 
第

三

条

第

一

項

の

許

可

に

付

し

た

条

件

に

違

反

し

た

者

 

 

四 

詐

欺

そ

の

他

不

正

な

手

段

に

よ

り

第

三

条

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

者

 

（

罰

則

） 
 

 

第

八

条 

前

条

の

規

定

に

よ

る

区

長

の

命

令

に

違

反

し

た

者

は

、

五

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。 
 

第

九

条 

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

は

、

三

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。 

 

一 

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

違

反

し

た

者 

 

二 

第

五

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

に

付

せ

ら

れ

た

条

件

に

違

反

し

た

者 

第

十

条 

法

人

の

代

表

者

又

は

法

人

若

し

く

は

人

の

代

理

人

、

使

用

人

そ

の

他

の

従

業

員

が

そ

の

法

人

又

は

人

の

業

務

又

は

財

産

に

関

し

て

前

二

条

に

規

定

す

る

違

反

行

為

を

し

た

と

き

は

、

行

為

者

を

罰

す

る

ほ

か

、

そ

の

法

人

又

は

人

に

対

し

て

各

本

条

の

罰

金

刑

を

科

す

る

。

 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

東

京

都

風

致

地

区

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

五

年

東

京

都



条

例

第

百

十

九

号

）

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

風

致

地

区

条

例

（

昭

和

四

十

五

年

東

京

都

条

例

第

三

十

六

号

。

以

下

「

旧

都

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

東

京

都

知

事

が

行

っ

た

処

分

そ

の

他

の

行

為

又

は

現

に

旧

都

条

例

の

規

定

に

よ

り

東

京

都

知

事

に

な

さ

れ

て

い

る

申

請

そ

の

他

の

行

為

で

、

施

行

日

以

後

に

お

い

て

は

、

区

長

が

行

う

こ

と

と

な

る

事

務

に

係

る

も

の

は

、

こ

の

条

例

の

相

当

規

定

に

よ

り

区

長

が

行

っ

た

処

分

そ

の

他

の

行

為

又

は

区

長

に

な

さ

れ

た

申

請

そ

の

他

の

行

為

と

み

な

す

。

 

３ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

こ

の

条

例

に

よ

り

な

さ

れ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

た

東

京

都

知

事

が

行

っ

た

処

分

そ

の

他

の

行

為

又

は

東

京

都

知

事

に

な

さ

れ

た

申

請

そ

の

他

の

行

為

に

係

る

事

務

の

基

準

に

つ

い

て

は

、

旧

都

条

例

の

規

定

の

例

に

よ

る

。

 

（

説 

明

） 

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

の

一

部

の

施

行

に

伴

う

国

土

交

通

省

関

係

政

令

等

の

整

備

等

に

関

す

る

政

令

（

平

成

二

十

三

年

政

令

第

三

百

六

十

三

号

）

の

施

行

に

よ

る

風

致

地

区

内

に

お

け

る

建

築

等

の

規

制

に

係

る

条

例

の

制

定

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

政

令

（

昭

和

四

十

四

年

政

令

第

三

百

十

七

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

条

例

制

定

権

限

の

移

譲

に

よ

り

、

都

市

の

風

致

の

維

持

に

関

す

る

必

要

な

事

項

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 

九の二  建築

基準  

法（昭和二
十五  

年法律第二

百一  
号）第十八

条第  

三項）同法
第八  

十七条第一

項に  
おいて準用

する  

場 合 を 含
む。）  

の規定に基

づく  
建築物に関

する  

確認（当該
建築  

物 を 移 転

し、そ  
の大規模の

修繕  

若しくは大
規模  

の模様替を

し、  
又はその用

途を  

変更する場
合（  

十の二の項

に掲  
げる場合を

除く。）  

に係るもの
に限  

る。）の申

請に  
対する審査  

 


